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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引資格の取得手続の履行） （取引資格の取得手続の履行）

第５条 （略）

２ （略）

第５条 （略）

２ （略）

（削る） ３ 取引資格の取得申請者が第３３条に定める

ところにより取引参加権の譲渡又は合併若し

くは分割による取引参加権の承継を受けて取

引資格を取得する場合においては、第１項の

規定にかかわらず、入会金の納入を要しな

い。

３ （略） ４ （略）

４ （略） ５ （略）

５ （略） ６ （略）

（取引資格の喪失の際の手続） （取引資格の喪失の際の手続）

第２９条 （略） 第２９条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 前３項の規定にかかわらず、取引参加者

は、第５条第４項に規定する信認金及び取引

参加者保証金の充当を行った場合は、取引資

格の喪失による信認金及び取引参加者保証金

の返還を請求することができない。

５ 前３項の規定にかかわらず、取引参加者

は、第５条第５項に規定する信認金及び取引

参加者保証金の充当を行った場合は、取引資

格の喪失による信認金及び取引参加者保証金

の返還を請求することができない。

６ （略） ６ （略）

（取引参加権の譲渡等）

（削る） 第３３条 取引参加権は、取引資格の喪失を申

請した取引参加者（リモート取引参加者を除

く。）が取引資格を喪失すると同時に、その

喪失を条件として取引資格を取得する者（取

引所取引許可業者を除く。）に対してのみ、

これを譲り渡すことができる。

２ 前項の譲渡は、この章及び第２章に定める

手続に従い、取引資格の喪失及び取得につい

て当取引所の承認を受けなければ、その効力

を生じない。

３ 前２項の規定は、合併又は分割による取引
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参加権の承継について準用する。

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間

の移行）

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間

の移行）

第３３条 （略）

２・３ （略）

第３３条の２ （略）

２・３ （略）

（削る） ４ 金融商品取引業の登録を受けようとするリ

モート取引参加者は、第１項に規定する承認

を受けたときは、当該登録を受けようとする

日の前日までに当取引所が規則で定める額の

金銭を納入するものとする。

（特定承継取引参加者が有する取引参加権の

譲渡の禁止）

（削る） 第４３条の５ 特定承継取引参加者（取引資格

を取得した特定承継金融機関等をいう。）

は、第３３条第１項の規定により取引参加権

を取得した場合を除き、その有する取引参加

権を他の者に譲渡することができない。

（特定破綻取引参加者が合併等について承認

を受ける義務）

（特定破綻取引参加者が合併等について承認

を受ける義務）

第４３条の５ （略） 第４３条の６ （略）

付  則

この改正規定は、令和２年６月１日から施行

する。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引資格の喪失申請） （取引資格の喪失申請）

第１３条 （略）

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）～（４） （略）

（削る）

（５） （略）

第１３条 （略）

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）～（４） （略）

（５） 取引参加権の譲渡に関する契約書等

の写し（取引参加権の譲渡又は合併若しく

は分割による取引参加権の承継を行う場合

に限る。）

（６） （略）

３ 当取引所に取引資格の喪失の申請を行う特

定破綻取引参加者（規程第４３条の５に規定

する特定破綻取引参加者をいう。）について

は、前項各号に掲げる書類のうち、当取引所

が適当と認めるものについては省略すること

ができるものとする。

３ 当取引所に取引資格の喪失の申請を行う特

定破綻取引参加者（規程第４３条の６に規定

する特定破綻取引参加者をいう。）について

は、前項各号に掲げる書類のうち、当取引所

が適当と認めるものについては省略すること

ができるものとする。

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間

の移行に係る承認申請）

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者間

の移行に係る承認申請）

第１４条の２ 規程第３３条第２項の申請は、

次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書

を当取引所に提出して行うものとする。

（１）～（３） （略）

２ （略）

第１４条の２ 規程第３３条の２第２項の申請

は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申

請書を当取引所に提出して行うものとする。

（１）～（３） （略）

２ （略）

付  則

この改正規定は、令和２年６月１日から施行

する。
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取引資格の取得審査に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

取引参加者規程第４条第２項の審査は、取引資

格の取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他公益又は投資者保護のため必要と認める事項

について行うものとする。

取引参加者規程第４条第２項の審査は、取引資

格の取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他公益又は投資者保護のため必要と認める事項

について行うものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 当該取引資格を取得すべき期日まで

に、次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当

該ａ又はｂに定める基準に適合すると見込

まれ、かつ、取引参加者として事業の継続

性が見込まれること。

（２） 当該取引資格を取得すべき期日まで

に、次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当

該ａ又はｂに定める基準に適合すると見込

まれ、かつ、取引参加者として安定した収

益力が見込まれること。

  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略）

（３） （略） （３） （略）

付  則

この改正規定は、令和２年６月１日から施行す

る。
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取引参加料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第１条 この規則は、取引参加者規程第５条第

２項、第１１条、第１１条の２及び第１３条

第１項の規定に基づき、入会金、取引参加料

金、取消料及び取引参加者保証金等の額に関

し、必要な事項を定める。

第１条 この規則は、取引参加者規程第５条第

２項、第１１条、第１１条の２、第１３条第

１項及び第３３条の２第４項の規定に基づ

き、入会金、取引参加料金、取消料及び取引

参加者保証金等の額に関し、必要な事項を定

める。

（入会金） （入会金）

第２条 取引参加者規程第５条第２項に規定す

る入会金の額は、８００万円とし、消費税額

及び地方消費税額を加算して納入するものと

する。

第２条 取引参加者規程第５条第２項に規定す

る入会金の額は、１億円（取引所取引許可業

者が取引資格を取得する場合は１，０００万

円）とし、消費税額及び地方消費税額を加算

して納入するものとする。

（削る） ２ 取引参加者規程第３３条の２第４項に規定

する金銭の額は、前項に規定する入会金の額

から、取引資格を取得した際に当取引所に納

入した入会金の額を控除した額とし、消費税

額及び地方消費税額を加算して納入するもの

とする。

付  則

この改正規定は、令和２年６月１日から施行

する。


